
（歳入） 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

1 社会福祉総務費 40,682 10,694 0 7,000 22,988 4,134

2 心身障害者福祉費 1,504,630 1,045,539 0 16,294 442,797 79,632

1 老人福祉総務費 38,036 1,591 0 641 35,804 6,439

2 老人措置費 114,935 0 0 6,069 108,866 19,578

1 児童福祉総務費 73,989 42,047 0 23,720 8,222 1,479

2 児童措置費 1,754,951 1,124,065 0 47,363 583,523 104,939

3 保育所費 47,998 0 0 20,931 27,067 4,868

4
児童発達支援セ
ンター費

14,648 433 0 13,865 350 63

4 生活保護費 2 扶助費 975,769 744,145 0 48,043 183,581 33,015

1 保健衛生総務費 480,698 1,053 0 0 479,645 86,258

2 予防費 115,567 4,881 0 2,501 108,185 19,456

1 社会福祉費 5 国民健康保険費 589,234 319,985 0 0 269,249 48,421

2 老人福祉費 1 老人福祉総務費 1,892,996 162,409 0 676 1,729,911 311,102

7,644,133 3,456,842 0 187,103 4,000,188 719,384

※ 人件費、事務費及び基金積立金については、除外しています。

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、事業に要する一般財源の比率に応じて充当します。

地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる
社会保障施策に要する経費について

　消費税率（国・地方）が平成26年4月1日から5％から8％、令和元年10月1日から10％へ引き上げられたことに
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伴い、地方消費税交付金の増収分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和2年度銚子市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
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